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平成２２年度における施設入所児童等への特別支援事業 

      の対象経費について 

 

 標記事業の実施については、日頃より多大な御尽力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、標記事業の対象経費については、「平成２２年度における施設入所児童等

への特別支援事業運営指針」（以下「特別支援事業運営指針」という。）によりお

示ししていますが、この対象経費について、子どもの将来のための貯蓄が可能とな

るよう最終調整しています（別添参照）。 

 これについては、平成23年度の子ども手当の5大臣合意（12月20日）における「児

童養護施設に入所する子ども等についても、法律に基づき支給する。」に関し、現

在、平成23年度の子ども手当について貯蓄を可能とする方向で検討していることや、

これまでの地方自治体、施設関係者からの強い要望等を踏まえたものです。 

 なお、実施に当たっては、安心こども基金管理運営要領及び特別支援事業運営指

針を一部改正するほか貯蓄に関する取扱い等を新たに定めることとしており、来年

早々に通知したいと考えています。 

 つきましては、特別支援事業の事務手続の変更など所要の対応について御理解い

ただきますとともに、施設関係者等に特別支援事業の貯蓄が可能となることについ

てあらかじめ周知されるようお願いいたします。 

 

 

 
【照会先】 
厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課 
電話 ０３－５２５３－１１１１（代表） 
 課長補佐 度会 哲賢 （内線７８１９） 
   E-mail:watarai-tekken@mhlw.go.jp 
 調整係長 村本 利成 （内線７８３０） 

   E-mail:muramoto-toshinari@mhlw.go.jp 

 



「平成２２年度における施設入所児童等への特別支援事業」については、以下
の取扱いを実施のうえ、対象児童の将来のための貯蓄を可能とする。

特別支援事業に係る児童の貯蓄について（案）

○貯蓄を行う場合の取扱い（施設長等※）

貯蓄を行う時期は平成23年3月31日まで

・貯蓄は対象児童名義の新規口座に、施設長等が預金し管理（注）する。
・貯蓄の管理は、通帳の保管方法、金銭出納手続等必要な事項を定めた施設の管
理規程等を整備して実施。

貯蓄をした場合の報告（事業実績報告）

・貯蓄したことを明らかにする書類（通帳の写し等）を事業実績報告書に添付。

○実施主体※による適切な指導

・施設長等が上記の貯蓄を行う場合は、管理規程の整備など必要な指導を行う。
・特別支援事業終了後の子どもの貯蓄は、施設監査等の機会を通じて必要な点検・指
導を実施。

※実施主体‥都道府県・指定都市・児童相談所設置市

※施設長等とは特別支援事業の事業実施者をいう。

（別添）

（注）児童の貯蓄の財産管理については、民法第830条第1項による意思表示のうえ施設長等を管理者として指定することを予定。


